
生駒市規則第１４号 

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２６年３月３１日 

生駒市長 山下 真 

 

   給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第５条の５第１項の表中「８８，５００円」を「９５，０００円」に、「７７

，４００円」を「８０，０００円」に、「６６，４００円」を「７５，０００円

」に、「５１，９００円」を「５４，０００円」に、「４９，６００円」を「５

２，０００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 


